
国保連合会の審査導入に係る
事業者向け説明会

平成30年４月６日（金）

障害者サービス調整担当課 障害者給付係
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本日の流れ

１ 東京都国民健康保険団体連合会による

審査の導入について 概要

２ 今後のスケジュールについて

３ 審査導入による変化について

４ その他 2



１ 審査の導入について

【障害者総合支援法施行３年後の見直し】

国民健康保険団体連合会（以下国保連合会という）
について、審査を支援する機能を強化すべきとの提言

⇒障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律
案（平成28年５月25日可決成立）

国保連合会へ審査および支払いに関する事務を委託
できる旨の規定（平成30年４月施行）が盛り込まれた。
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１ 審査の導入について

• 障害者総合支援法における審査の委託につ
いて
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１ 審査の導入について

【厚生労働省の示している「審査」の定義】

【審査導入における対応ポイント】

対応１ 請求時の機能強化

対応２ 一次審査等の実施

対応３ 一次審査結果資料等の作成

対応４ 台帳情報整備の改善

対応５ 自治体職員等への研修 5



審査支払事務の見直し

• 対応１ 請求時の機能強化

１－１ 請求時の点検機能強化

簡易入力システムおよび取込み送信システムに
ついて、点検機能を強化する

１－２ 事業所台帳情報参照機能の追加

警告・エラーとなっている原因を特定しやすくする
ため、登録されている台帳情報を参照できるように
する。
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【システムの点検機能強化について】

7



【事業所台帳参照機能の追加について】
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審査支払事務の見直し

• 対応２ 一次審査等の実施

２－１ 仮点検の活用

２－２ 一次審査の実施

受付審査、資格審査および支給量審査を実
施。各種台帳情報との不整合や報酬算定
ルールに則していないものについて返戻とす
る。

２－３ 点検内容の拡充
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審査支払事務の見直し

• 一次審査の導入による変化について
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審査支払事務の見直し

• 一次審査の概要

〇受付審査

請求内容情報の整合性確認、台帳情報との突合により、事
業所の体制、報酬算定ルールに基づいた請求かを確認

〇資格審査

受給者台帳と突合し、支給決定内容に基づいているかを確
認

〇支給量審査

決定支給量を超えていないこと、利用者負担上限月額が正し
く管理されていることを確認。サービス提供実績記録票との突
合によるチェックを実施
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審査支払事務の見直し

〇審査内容の拡充
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２ 今後のスケジュールについて
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２ 今後のスケジュールについて

■第一段階上期 平成30年４月
・「警告（重度）」が追加（第一段階①）
・平成30年10月よりエラー移行する「警告」に★がつく

■第一段階下期 平成30年10月（予定）
・新たな「警告（重度）」が追加（第一段階②）
・「警告（★）」が「エラー」へ移行（第一段階分）

■第二段階上期 平成31年４月（予定）
・平成31年10月よりエラー移行する「警告」に★がつく
（第二段階分）

■第二段階下期 平成31年10月（予定）
・「警告（重度）」が追加（第二段階分）
・「警告（★）」が「エラー」へ移行（第二段階分）
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３ 審査導入による変化

〇「警告」から「エラー」への移行

第一段階（平成30年度下期）116コードがエ
ラーへ移行する

〇「警告（重度）」の追加

引き続き「警告」と整理したエラーコードに
ついて、市町村等において特に確認が必要と
なるもの
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３ 審査導入による変化
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３ 審査導入による変化

〇点検内容の拡充
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３ 審査導入による変化

〇点検内容の拡充

【基準該当事業所の報酬に対する算定要件
チェック】

・ 算定可能か否かのチェックの実施

・ 受付の点検でエラーコードの追加

ＰＡ３５：基準該当事業所ではない

ＰＡ９３：基準該当のサービスコードではない
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【請求明細書と実績記録票の回数の整合性チェックの強化】

基本報酬の算定回数＜加算の算定回数 ⇒ エラー 19



【同一日・同一時間帯の重複利用チェック】

※練馬区ではすでに実施済みであるため大きく対応は変わらない
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【上限管理対象外の利用者負担額チェック】

※練馬区ではすでに実施済みであるため大きく対応は変わらない
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【同一世帯複数障害児の上限管理】
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【計画相談支援給付費請求書等のモニタリング日チェック】

○ 計画相談支援給付費請求書及び障害児相談支援給付費請
求書について、決定支給期間に対するモニタリング日が 妥
当であることをチェックするため、既存のインタフェース「受給
者異動連絡票情報（基本情報）」に従属する情報として、 新
たに「モニタリング情報」を追加する。
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【計画相談支援給付費請求書等のモニタリング日チェック】
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３ 審査導入による変化
• 練馬区への請求における傾向

〇契約情報が存在していない：412件

〇契約支給量が決定支給量を超過：245件

〇契約期間が支給決定有効期間内でない：379件

〇サービス提供量が契約支給量を超過：1,114件

●請求明細書の「終了年月日」に「サービス提供月」以
前または以降の年月が設定されている：77件

●初回加算を算定する場合、サービス開始年月日の年
月がサービス提供年月と同月であることが必要：10件

●「補足給付適用の有無」が「あり」の場合、光熱水費の
単価、食費の単価設定が必要：28件 25



エラー移行対象の主なもの
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実績記録票に関すること
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実績記録票に関すること

• 請求明細書に対応するサービス提供実績記録票の提出状況に応じて、
チェック要件を細分化される

• サービス提供実績記録票の提出がない場合 ：エラー

• サービス提供実績記録票の提出があるが、受付審査、または資格審査
にてエラーとなった場合 ：警告（重度）
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実績記録票に関すること
• 実績記録票の伝送を忘れずに！

• 返戻後の再請求の場合も必ず添付を！

• 実績記録票の記入方法が変更になります。

⇒各種加算の算定に係る入力欄が追加

備考欄に追記が必要となるもの

※必ず、最新の実績記録票の記入例を確認

してください。

【東京都障害者サービス情報 書式ライブラリ】

「書式ライブラリー」⇒「B 請求関係（実績記録票、基準単価、
インターフェース等）」⇒「実績記録票」
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上限管理に関すること
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上限管理に関すること
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報酬告示に関すること

• 定員区分におけるチェック
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報酬告示に関すること

• 夜間支援体制加算
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報酬告示に関すること

• 送迎加算

※ただし、区立施設の指定管理者制度による送迎加算のエラーについては、
見直しが検討されている。
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基準値の超過状況に応じたチェック要件の細分化

• 派遣人数

• 算定時間数
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受給者証の確認をお願いします！
〇支給決定が必要となる加算があります。

・重度障害者支援加算（生活介護、短期入所、GH)

・重度障害者支援加算（Ⅱ）（施設入所支援）

・地域生活移行個別支援特別加算（GH)

・精神障害者地域移行特別加算（GH,宿泊型自立訓練）

・強度行動障害者地域移行特別加算（GH,宿泊型自立訓練）

・社会生活支援特別加算（自立訓練、就労移行支援、就労A、就労B)

・短期滞在加算（生活訓練）

・精神障害者退院支援施設加算（生活訓練）

・在宅時生活支援サービス加算（就労移行支援、就労A、就労B)

・強度行動障害児支援加算（児童発達支援、放課後等デイサービス）
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４ その他

• 今回の審査導入における情報等

https://www.kokuho.or.jp/
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４ その他

• 報酬改定に係る内容について
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４ その他
• 国保連合会のシステムの強化について

【簡易入力システム】
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４ その他

【取込送信システム】
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４ その他

• 事業所への対応
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